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午後１時30分  開 会 

──────────────────────────────────── 

○委員長  それでは、昨日に引き続き委員会を開きます。 

──────────────────────────────────── 

  議案第20号 平成29年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理

事業特別会計予算 

 

○委員長  議案第20号 平成29年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画

整理事業特別会計予算を議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長 議案書の128ページ、議案

第20号 平成29年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会

計予算につきまして御説明申し上げます。 

 所管課はまちづくり課でございます。 

 平成29年度江南市特別会計予算書及び予算説明書をお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算につきましては、75ページ、76ページ、また歳入歳

出予算事項別明細書総括につきましては、77ページから79ページに掲げてお

ります。 

 歳入につきましては、80ページ、81ページの上段に１款１項１目１節総務

管理使用料、その下、２項１目１節総務管理手数料、その下、２款１項１目

１節土地建物貸付収入、その下、３款１項１目１節一般会計繰入金、その下、

４款１項１目１節繰越金、その下、５款１項１目１節預金利子、ページをは

ねていただきまして、82ページ、83ページの上段に２項１目１節雑入を掲げ

ております。 

 歳出につきましては、ページをはねていただきまして、84ページから87ペ

ージに１款１項１目総務管理費を、ページをはねていただきまして、88ペー

ジ、89ページに２款１項１目土地区画整理事業費を掲げております。 

 内容につきましては、説明欄をごらんいただきますようお願いいたします。 

 なお、90ページから95ページに給与費明細書を掲げております。 

 補足して説明することはございません。御審議のほどよろしくお願いいた
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します。 

○委員長  それでは、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○牧野委員  この南部区画整理事業のエンドというのはいつでしたかね。そ

の終了予定年月日といいましょうか。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  平成34年度が最終の今の

事業計画でございます。 

○牧野委員  89ページでちょっと聞きたいんですけど、この街区画地確定等

事業というのは、いつごろまでかかるものなんですか。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  平成29年度のこの予算の

内容につきましては、この換地の土地の所有者とかがかわった場合の図面の

修正とか、調書の修正を委託するための経費として委託料を掲げております。  

 また、事業が終わる旨の、今後、換地処分に向けた委託というのが、済み

ません、これは仮換地測量事業ですので……。これは仮換地だから、換地処

分に至るまでは、その土地の所有者がかわることが考えられますので、委託

が引き続き必要かと考えております。 

○牧野委員  では、同じこの参考資料の37ページに何か地権者がどうの聞き

ましたが、そのことがこれとは関係するんですかね。物件移転等補償事業の

65万3,000円、これとはまた違うの。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  物件移転補償は、こちら

は電柱の移転を計上させていただいております。 

○牧野委員  こういった物件を取得して、道路とか何かをつくるというのは、

もうこれで最後。まだ残っていたかね、上の部分で。この全体の南部区画の

西側の中で。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  物件移転に関しては、建

物の移転に関しては100％完了しておりますが、まだこの電柱というのが今

後移転が必要な本数は残っております。具体的に言いますと、駅前広場にな

る予定地のところが今後整備に当たって移転が必要となってまいります。 

○牧野委員  駅前広場が残っておるのか。なるほど。 

 平成29年度の予算はこういうことなんですけど、平成34年度に向けて、人
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的な予算というものは縮小していくことが可能なのか、やっぱり今の人数が

要るか、そこら辺の見積もりはどうなっているんですかね。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  これからまだ仮線路に使

っております区画道路の10メーターのところが今後整備が必要になってまい

りますので、あと先ほどの換地処分に向けた事務ということで、これからま

た人員のほうはふやしていただければという思いでやってはおります。 

○牧野委員  わかりました。要るということがわかりました。 

○東委員  今の話で、平成34年までを一応見ていますよということで、基本

的に鉄高が一応予定どおりいくと平成31年度末終了予定ですから、その後に

今のような話ですよね、正式な換地処分があるとか、道路を整備せないかん

とか、駅前の広場とかも含めて出てきますよね。そういうのが出るから、場

合によっては、人が減ってきたらというような議論ですけど、それで、ちょ

っとたまたま89ページで具体的なところがちょっと出ましたよね。例えば、

この仮換地の場合でも、正式な換地になるまでの間に所有者がかわる場合が

あるのでということで必要になってくるよというのがあるんですけど、それ

で、例えばもし分けられればの話なんですけど、例えば鉄高が終わる平成31

年度末までにやるべき仕事、今のような例えば所有者がかわってくると、そ

れの移転が必要だという議論がありましたど、それともう一つは、じゃあ平

成31年に鉄高が終わった後、今のような例えば正式な換地が発生するとか、

道路の整備が必要になるよという話なんですけど、それの事業の内容という

のは、例えばあくまで予測だから、どこまでわかるかわかりませんけど、平

成31年度末でここに計上されるような、仮換地の場合に修正が要るとか、あ

るいは家屋は全部移転しましたけど、道路の部分でたまたま電柱補償が出て

きましたとか、あとそれから、前にも聞いたことがある、ちょっと１枚めく

ると、２枚めくってもらおうか、85ページに、例えば中段に審議会の予算、

そういうのが何で必要になってくるかというのがいまだによくわからんので

すけど、大体もう全部終わりましたよね。個人の所有者の移転は全部終わっ

た。この審議会があと何をやるんかというのがちょっとあるんですけど、今

ちょっと３つほど言ったんだけどね。平成31年度末までにやるべき発生する

と予測される仕事、それから何が予定されておるか、それから平成31年度、
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鉄高が終わった以降、本来の区画整理事務所が扱う仕事というのは、今ざっ

と言ったことでいいのか、それと、今のように運営審議会がどういうときに

必要になってくるのかというお話があるもんだから、そこのところはちょっ

と予算の話だもんですから、確認しておきたいですけど。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  平成31年度までの仕事と

いたしましては、この平成29年度に予算計上させていただいているものでは

ございますが、今のところ、平成30年度に残っておる排水路の整備、あと布

袋本町通線で低木の植栽が残っておりますので、そこの植栽の発注を計画し

ております。 

 あと、平成31年度以降の話もございますが、換地処分に向けた事務手続が

ございますが、街区画地の確定測量ということで、現地を確定するという測

量も予定しております。 

 また、今後の話でございますが、町名・町会の変更事務というのがござい

ます。いわゆる道路とかが変わりまして、まだ従前の土地のままですので、

それを新しい道路に変わることによって、どのように町名とか町会が変わっ

ていくかというのを地元の皆様方と調整しながら進めていくのが、逐次やっ

ていかなきゃいけない事務かと考えております。 

 あと、運営でございますが、85ページの審議会運営事業でございます。平

成29年度は、ちょうど審議会委員さんの選挙の改選というのがございまして、

ちょうど平成29年11月30日までの任期がございますので、５年に１回の周期

での委員さんの選任を事務として継続してやってまいります。 

○東委員  話の順番がばらばらで申しわけないんだけど、今の審議委員の方

の選挙があるみたいですけど、それはそれで、ここでも選挙立会人の予算が

組んであるんですけど、審議会の委員の方そのものの仕事としては、この予

定があるということですか。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  審議会の委員さんの仕事

といたしましては、まさに換地計画の作成に当たりましての意見を伺いなが

ら、審議会に諮りながら換地計画を進めていくということで。 

○東委員  換地計画について、いろいろ申し出があって、例えば計画して、

あなたはここを換地だよとか、やりますよね。当然、それのときにいろんな



８ 

意見があったり、納得できないということであれば、その審議会に申し出を

して、審議をしてもらうということなんですけど、今、基本的には終わりま

したよね。例えば、移転は全て基本的には。先ほど、たまたま所有者がかわ

るから、この仮換地事務の修正があると言っていましたけど、基本的には換

地そのものは、移転はみんな終わったんですよね。それで、まだいろいろ審

議委員の方に申し出が出ることがあるんですか。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  まさに仮換地ということ

で、今打って、もう皆さん住んでいらっしゃいますので、具体的には、こと

しの審議会の委員さん、１回審議会を開きました。その内容といたしまして

は、評価委員さんの選任に当たりまして、評価委員の中に税務課長を１人充

てておりまして、その異動によりまして、新しい税務課長を評価委員として

選任するということで、審議会を開いておりました。それで、現在の状況等

を説明させていただいたのが現実で、まさに換地に向けての話というのはま

だありません。いわゆる所有者がかわるというのが、具体的に申しますと、

相続が行われた場合など、登記が変わった場合に、私どもそれを把握して、

図面及び調書を変更しておく必要があるということで、先ほどの委託を発注

する計画でございます。 

○東委員  たまたま次の答えが出てきましたけど、仮換地で何で、本来、正

式には終わった後にやるじゃないですか、正式な、いわゆる最終換地の仕事

が残っておって。途中でいろいろやらんでも、最終やればいいかなという気

がするもんだから、何でわざわざまたなぶるんだという気がするんだけど。 

 今の話で、たまたまこの仮換地の必要な場合といって、相続が発生すると

きに、相続人の関係で修正があり得るというような話ですけど、それはどう

いう理由なんですか。ある方の相続のときに、形状が変わったりするという

こと。２人に分かれるとか、そんな意味ですか。３人が相続すれば分かれる

とか、そんな感じ。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  例えば、お父さんが亡く

なって、息子さんに所有者がかわりましたよと。今まではお父さんの名前で

私どもが把握しておったのを、登記が変わって息子さんになりました。その

息子さんの名前に調書を書き直すという、いわゆる登記が変わった状態で、
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その調書及び図面を変更した形で私どもが整理しなきゃいかんということで。 

○東委員  21件あるでしょう。みんなそれやらならんのですか。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  いわゆる相続とかの関係

で、過去３年間のこの土地の変化を想定いたしまして、21件という予算を上

げさせていただいております。 

○東委員  もう一点だけ。この話はいろんな方に聞くとして、あと財源的な

話ですけど、例えば86億円が83億円に変わりましたわね、正式に変更を出し

て。そのときに、あと具体的に、もうこれで83億円に対して、事業用であと

幾ら残っておるのか。本来幾ら残っておるのかということだね、事業費とし

ては。その残っておる事業費に対する財源は、私は単純に一般会計と、あと

は名鉄の負担金かなあと思っておるんだけど、その辺の数字の確認もしたい

んですけど。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  今、委員御指摘のとおり、

今後の事業に関しましては、名鉄の負担金と市費で進めさせていただく予定

にしておりますが、まさに鉄道負担金というのも、名鉄に対して引き続き負

担してもらえるような折衝をしていかなきゃいかんと考えております。 

○東委員  そこまでは聞いていないんですけど、幾らかと聞いておるんだけ

ど。一般市費で幾らで、負担金幾らかということだけ。それだけを確認した

かったんですけど。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  まずは、鉄道負担金とし

て6,400万円を事業計画上見ております。市費のほうでございますが、約２

億3,000万円。 

○東委員  ３億円ぐらい事業費があるということだね。はい、結構です。 

○牧野委員  ちょっと確認だけ。細かいことがやっとわかりました。 

 90ページの特別職というのがわかりまして、これが85ページの審議会委員

と評議員のことだね、この14名というのは。そういうことですね、この予算。

特別職って誰かなあ。特別職というのが14名。19万4,000円予算立ててある

のは、この審議会委員と評価委員なんだ。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  いわゆる先ほど申しまし

た、税務課長が１人抜けての、評価委員は５名でお願いしているんですけど、
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その１人減った４人。 

○牧野委員  ４人となった。で、審議委員が９名。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  10名。10足す４で14名と

いうことです。 

○牧野委員  この審議会委員というのは、回覧で回ってきた、地権者で毎年

かわって、大体一緒なんですかね、10人。何か選挙か何かあるとか。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  いわゆる５年任期でござ

いますので、５年に１回。 

○牧野委員  大体一緒。 

○まちづくり課統括幹兼布袋駅周辺整備事務所長  大体一緒というのか、一

緒の方もいらっしゃいます。 

○委員長  ほかによろしいですか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  それでは、質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑

を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後１時54分  休 憩 

午後１時54分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第20号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────────────────────── 

  議案第23号 平成29年度江南市水道事業会計予算 

 

○委員長  続いて、議案第23号 平成29年度江南市水道事業会計予算を議題

といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 
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○水道事業水道部水道課長  それでは、議案書の131ページ、議案第23号 

平成29年度江南市水道事業会計予算について御説明させていただきます。 

 所管課は水道課でございます。 

 特別会計水道事業会計予算書及び予算説明書の156ページ、157ページをお

願いいたします。 

 予算といたしまして、平成29年度における業務の予定量並びにこれに関す

る収入及び支出の大綱を定めております。 

 予算に関する説明書といたしまして、160ページから183ページに予算の実

施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、継続費に関する調

書、債務負担行為に関する調書、平成29年度の予定貸借対照表並びに平成28

年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を掲げております。 

 184ページ、185ページをお願いいたします。 

 予算の事項別明細書といたしまして、収益的収入につきましては、１款１

項１目１節水道料金から、186ページ、187ページ、３項２目１節期間外利益

までを掲げております。 

 収益的支出につきましては、188ページ、189ページ、１款１項１目原水及

び浄水費から、202ページ、203ページ、４項１目予備費までを掲げておりま

す。 

 資本的収入につきましては、204ページ、205ページに１款１項１目１節企

業債から４項１目１節分担金までを掲げております。 

 資本的支出につきましては、206ページ、207ページ、１款１項１目事務費

から、210、211ページ、３項１目予備費までを掲げております。 

 内容につきましては、説明欄をごらんいただきますようお願いいたします。 

 なお、平成29年度当初予算説明資料の10ページ及び67ページから81ページ

に位置図などを掲げております。 

 補足して説明することはございません。御審議のほどよろしくお願いをい

たします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○牧野委員  基本的なことがちょっとわからん。157ページからいきたいん
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ですが、 157ページで、資本的支出で、第１項建設改良費が８億 8,564万

6,000円となっていて、この継続費というのが、この５億4,800万が２つに分

かれて、その下に起債というのがあって、１億4,350万円起債するという、

ここの中が何かわかりにくいんですが、とりあえず起債のことが聞きたいん

ですが、この起債の方法が普通貸借と証券発行というのは、どう違うという

のか、どちらが有利とか、これはどういうことかちょっと説明いただきたい

んですけど、まず。 

○水道事業水道部水道課長  普通貸借というのは、普通の金銭の。証券発行

は、普通の、通常は普通貸借及び証券発行と書いてあるんですが、標準は、

基本的に証券発行という形で、企業債の借り入れ申し込みを行って、借入証

書が、ここの場合ですと、財政融資資金もしくは地方公共団体金融機構の証

券という形に標準的にはなります。普通貸借とはちょっと……。 

○牧野委員  銀行から借りてくるの。そういうことでもないの、普通貸借と

いうのは。 

○水道事業水道部水道課長  少し違います。 

○牧野委員  もう一回、建設改良費８億8,500万円を平成29年度にするとい

うことなの。この継続費というのはどういう関係なんですかね、５億4,800

万円の。 

○水道事業水道部水道課長  まず、建設改良費の資本的支出の８億8,564万

6,000円は、206ページを見ていただきますと、資本的支出、実際、１款の建

設改良費といたしまして、１目の事務費と２目の水道建設改良費、３目の固

定資産購入費を合わせた費用が建設改良費でございます。 

 また、継続費ですが、２カ年の継続費という形で、通常、209ページの一

番上の基幹管路更新事業の中でも記載させていただいておるんですけれども、

基幹管路更新工事費を平成29年度、平成30年度の継続事業として実施する場

合、予算書に年割額を実際に表示させていただきます。このうち、平成29年

度の該当分のここに記載しております工事費としては、２億6,258万4,000円

が、ちょうど上から３段目の工事請負費の基幹管路更新工事費ということで

２億6,258万4,000円となっておりまして、平成30年度の予算というのは、平

成30年度に実際に予算計上する形で、発注段階では、契約は平成29年、平成
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30年の契約を打つという形の中で、平成29年度の支出相当分を予算計上いた

しておる形で、こういった表示になっております。 

○東委員  前のを聞いて、ちょっと忘れてしまったので、もう一回確認した

いんだけど、156ページ、今の４条の資本的収入支出の差額が発生するので、

第４条で収入及び支出の予定額と書いてあって、６億3,394万1,000円が不足

しますので、補填分は留保資金の５億5,700万円と減債積立金200万円と建設

改良から3,000万円、これは余剰金を当て込んで積むんですけど、その次の、

いつも出る消費税及び地方消費税の収支調整額で4,400万、さらに足らずま

いだわね、これが結果的には。足らずまいを4,116万9,000円で補填と出てく

るんですけど、この計算の仕方。もともと消費税としてあらわれてくるわけ

ではないもんだから、この数字としてはよくわからなかったんですけど、ず

うっと前に聞いて、余り覚えておらんですけど、もう一回、ちょっとこの計

算上、どういうふうに出てくるかだけを確認したい。 

○水道事業水道部水道課長  こちらにつきましては、４条、当然収入のほう

に仮受けの消費税が含まれております。支出のほうには仮払いの消費税が含

まれております。当然、財源がなくて、資本的収支の不足が出るということ

は、収入が少なくて支出が大きいということは、仮払いの消費税が大きいと

いうことで、仮受けの消費税よりも大きいということは、その分というのは

実際には消費税としてお支払いしなくてもいいと。そういった部分の差額が

当年度分の消費税及び地方消費税の資本的収支の調整額になります。 

 ただし、この中で特定収入に該当するものにつきましては、特定収入分に

つきましては消費税を支払わないといけませんので、特定収入に係るものを

除いた分の資本的収支の仮のうちの、仮払い消費税から仮受け消費税を引い

た差額がこちらで記載させていただいております消費税及び地方消費税の資

本的収支の調整額となるものでございます。 

○東委員  その右のページは、大ざっぱくでよくわからんですけど、４条で

はどうしても、今の話でいけば、もらえる側は少なくて、払う側が多いよと

計算上なるわけ。そうすると、差額が出るわけで、本来払わなくていいとい

うことになるわね。そうすると、例えばこの中の４条でいくと、明細書で見

ると、例えば204ページは、資本的収入が出てくるじゃないですかね。ここ
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で、企業債から全部出てくるんじゃないですかね。その分担金、負担金が出

てきて、次の206ページ、支出で出てくるわけですね、資本的支出でね。こ

こで先ほど出た、例えば建設改良費の８億8,500万円も出てくるわけだけど、

ぽーんと上に。この中は当然工事費だもんで、こちらが払うほうの工事費だ

から、消費税が大きいわねという話。もらうほうは少ないから、基本的には、

そうすると、今の計算上は、例えば資本的収入の１、２、３、企業債は消費

税がかかっておらんような気がするわね。例えば、分担金負担金の消費税分、

仮受けがあって、４条支出のほうの建設改良費の中の、例えば右のほうに説

明欄があるけど、当然、人件費なんかは消費税は関係ないもんで、工事費な

んかを全部はじき出してきて消費税がかかるものがあるよと。そういう計算

書があるわけですか。 

○水道事業水道部水道課長  ４条の収入につきましては、実際、３項の負担

金につきましては、給水装置工事に伴う配水管布設がえ工事負担金以外のも

のについては、特定収入という扱いになりますので、特定収入になりますの

で、こちらは実際にここに書いてあるところの該当する分の消費税はお支払

いしないといけない。相殺になりません。 

 ここで実際に仮受けの消費税に該当してくるものといたしましては、先ほ

ど申しました給水装置工事に伴う配水管布設がえ工事負担金と水道施設の分

担金でございます。 

○東委員  数字でいくと804万4,000円と、それから分担金の5,500万円でよ

ろしいですか。 

○水道事業水道部水道課長  はい、そのとおりでございます。 

○東委員  これが受けるほうにかかってくる消費税で、払い出しのほうは基

本的に工事費ということでいいですかね。大体概算はわかりました。その差

し引きで4,400万円ぐらい出ますよということですね。そこの最終調整は、

この留保資金で調整するという考え方でよろしいですかね、確認としては。 

○水道事業水道部水道課長  そのとおりでございます。 

○牧野委員  160と161ページでお聞きしたいんですが、収益的収入及び支出

で、この表から当年度純利益というのは出てくるものなんですか。 

○水道事業水道部水道課長  こちらにつきましては、消費税込みの予算とい
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う形で記載させていただいておりますので、消費税抜きの表示は、今年度の

利益につきましては、164ページの平成29年度の予定キャッシュ・フロー計

算書をお願いいたします。 

 こちらは税抜きで記載したもので、１の業務活動によるキャッシュ・フロ

ーといたしまして、平成29年度の純利益につきましては9,180万4,000円。た

だし、こちらはもともと長期前受金戻入、過年度において収入したもの。実

際に長期前受金戻入、現金を伴わない収入を含んだ金額になっておりますの

で、実質の３条の収支につきましては、この9,180万4,000円から、上から５

段目の長期前受金戻入額の１億2,049万5,000円を引いた金額、約2,900万円

弱が実質的には損失という形の平成29年度の予定でございます。 

○牧野委員  やっぱり何となくこの消費税とか絡んでわかりにくいんですが、

わかりました。 

 それで、今のキャッシュ・フローの見方をちょっと聞きたいんですが、こ

れは税抜きで書いてあるということですね、キャッシュ・フローが。それで、

今年度、今わかった。9,180万円が純利益で、これはお金が伴わない理論上

の純利益で、長期前受金が１億2,000万円引いて、小計で４億7,400万円のキ

ャッシュ・フローがあるところへ、２番目のこの投資活動のキャッシュ・フ

ローを引きますよね。そして３番目、財務活動のキャッシュ・フロー、１億

4,350万借り入れるんだけれども、最終的に期末残高が12億円ありますよね。

この１億4,350万円を借り入れるキャッシュ・フローの必然性はあるんです

か。借りなくてもやれるという計算は成り立たないものなんですかね、この

キャッシュ・フロー計算書から。 

○水道事業水道部水道課長  こちらにつきましては、以前に12月の建設産業

委員協議会の折にも、財政シミュレーションをお示しさせていただいたんで

すが、単年度の収支だけを考えれば、内部留保資金がございますので、それ

を活用すれば、企業債の借り入れは不要となるんですが、実際に平成29年度

から平成43年度までの15カ年間におきまして、第一次基幹管路更新計画とい

うことで、河合議員さんの一般質問の折、森 ケイ子議員の議案質疑の折に

も御説明させていただきましたが、約55億2,000万円かかります、総事業費

が。 
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 そうした中で、財政シミュレーションでは、やはり年度間の均衡を図る、

将来的な当然、水道使用者の負担に不均衡が生じないように、シミュレーシ

ョンの中で、企業債の借り入れを、約20億円をその15年間でします。そうし

たところで、実際に単年度では、企業債を借り入れしなくても対応できる予

定なんですが、ただ先ほど申し上げましたように、平成29年度は、当然、３

条収益的収支におきまして損失が見込まれます。今後、平成43年度まで、当

然、人口推計もやっておりまして、人口減少とともに給水収益が年々減少し

てまいります。そうした中で、当然、３条が累積欠損となってまいりますの

で、そういったものに対する対応として、内部留保資金で対応しつつ、企業

債もやっぱり借り入れも平準化した上で、残りの35億2,000万円につきまし

ては内部留保資金で進めてまいりたいと考えておりますので、企業債の借り

入れを平成29年初年度いたしまして、均一におおむね１億5,000万円程度の

借り入れを、シミュレーションの中で実際に１億5,000万円ほどの借り入れ

を計画しております。 

○牧野委員  これは経営感覚の違いですから、いい悪いは言えませんが、20

億円借りるから、ずうっと均等に、本当は要らないんだ。このキャッシュ・

フローを見る限り要らないんだけれども、とりあえず均等割で４％以内で借

りていったということですね、今の話を聞いていると。私は必要ないと思う

けど、そういうことですかね、長期的に見て。 

○水道事業水道部水道課長  実際、企業債というのはいろいろな面がありま

して、一般会計でいう地方債でいうと、税の公平負担、そういった観点もご

ざいまして、平成29年度から平成43年度までの15年間の大きい計画のものを、

当然、全ての世代で均一に、逆に言うと賄っていただくと。そういった水道

使用者の不均衡が生じないようにということで、企業債については、新しい

事業に対しての企業債の借り方という考え方で進めております。 

○牧野委員  ちょっとしつこいんですけど、企業債を１億5,000万円ずつ借

りていくのは、必要なときは借りればいいんだけど、そのときのこの40年以

内の償還の金利というものは、変動するものか、大体４％でいくものなのか、

ちょっとそこを確認しておきたいんですが。 

○水道事業水道部水道課長  昨年、ちょうど12月に建設産業委員会の折にお
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示ししたシミュレーションは、その当時、実際、作成が決算が終わってです

から、おおむね９月ぐらいのときの財政融資資金の、実際40年と言いつつ、

こちらのシミュレーションでは、５年据え置きの30年償還という形でシミュ

レーションを実施しております。今回の借り入れにつきましても、５年据え

置きの30年償還で借り入れを一応考えております。その当時の貸付利率は

0.3％でございまして、通常、予算を立てるときには、一般会計ではその当

時の貸付利率にプラス0.5％を足しますので、このシミュレーションでは

0.8％のシミュレーションで平成43年度までの計画を立てております。です

から、実際は少し前に0.6か0.7ぐらいの貸付利率でしたので、当然４％以内

での借り入れは可能と考えます。 

○牧野委員  そうすると、利率は4.0と書いてあるけど、実質は0.8前後で、

0.6から0.8％で借りているというのが現状で、多分、今後15年間もそんなふ

うに借りられそうだという意味での１億4,500万円を借りたということです

か。要するに、この４％と書いてあるのは、実際、今0.8％だとおっしゃっ

たよね。そんなにこの５年据え置きの30年返済、そんなやつが借りられるん

だ。 

○水道事業水道部水道課長  実際に一般会計を見ていただくとわかるんです

が、一般会計の予算書でも、地方債の借り入れ、標準は一応４％以内という

ことで、現在の長期プライムレートの利率を見ながら、実質的にじゃあ何％

までの証券発行、一般会計では地方債の借り入れをしましょうと。４％以内

で考えましょうという形で、おおむね上限というか、そのときの長期プライ

ムレートの利率を見た上で設定するものであって、実際にその利率で借り入

れするものではございませんので、あくまで長期プライムレートにかかわる

ところの大体目安の上限値というふうで御判断いただきたいと思います。 

○牧野委員  変動はするけれどもね。今の長期プライムレートが低いから、

それぐらいで借りられるかなと、今のところは。それは企業でも短期プライ

ムと長期プライムで借りていますから、同じことだと思いますが、何となく

わかりましたが、ならして借りているんだなあということで理解いたしまし

た。 

○水道事業水道部水道課長  普通貸借については、実際にちょっと今まだこ
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れからもう少し調べさせるんですが、実質的に企業債のほうでは、実際に公

益企業法を見させていただきますと、基本的にいうと、証券借り入れという

形になりますので、一般会計でも同じように、普通貸借及びという形で、決

まり文句で書いてあると思うんですけれども、実質は証券証書借り入れとな

るものでございます。また、実際、普通貸借というものはどういうものかは

今調べさせておりますので、後ほど御報告させていただきます。 

○東委員  さっきの利率との関係という話で、先ほどは164ページのキャッ

シュ・フローで話が出たわけですけど、当年度純利益が9,100万円だよと。

私らがよく見るのは、例えば一番最初の予算書の総事業費が、156ページの

単純に３条の収入支出というやつを見ておったんですけど、これを差し引き

すると、ざっと１億3,000万円ぐらいというふうになるわけですけど、この

辺の数字とこのキャッシュ・フローの9,100万円との違いというのは何でし

たっけ。 

○水道事業水道部水道課長  こちらのほうは、最初の３条に記載してありま

すものは、予算書に対応するところの税込みの金額で実際に記載してあるも

ので、先ほど言いましたキャッシュ・フロー計算書は、当然税抜きで計算い

たしますので、その違いでございます。156ページにつきましては、予算書

に対応した税込みの金額となっております。 

○東委員  でも、9,100万円の８％分がふえるということなら、9,700万円と

か800万円とかという話じゃないの。先ほどは、１ページ目は、３条の収益

的収入で１億3,000万円、何が違うんですかと。丸々消費税分ではなさそう

だね。9,100万円の消費税なら、9,900万円ぐらいじゃないのかな。9,700万

円ぐらいか。 

○水道事業水道部水道課長  実際、支出のほうで、減価償却費とか資産減耗

費には当然消費税を含みませんので、その分がおおむね約４億8,000万円ぐ

らいですかね。 

○東委員  その辺の部分、計算式がどうなるかわかりませんけど、じゃあも

う一回確認しますけど、先ほどのキャッシュ・フローだけを見ておると、そ

の減価償却の云々かんぬんが今出ましたけど、キャッシュ・フローで見てお

ると、当年度純利益もその9,100万円が出発点がいいとしてですよ、何かよ
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くわからんですけど、さっきの数字とちょっと違うもんで。で、その減価償

却費が４億4,500万円書いてあるじゃないですか。金はプラスだから、使わ

ないやつだからね、帳面上は出てくるだけの話であって、こういうのを引か

ないからこれ出すんでしょう、多分、プラス要素と。だから、先ほどの長期

前受金戻入は、それも帳面上出すだけだけど、金額が出ないもんでマイナス

してあるよと、入のほうでね。全部出ておるというような意味だったんじゃ

ないんですか。 

 だから、結果的には、減価償却費が４億4,000万円もあるから、差し引き、

最終的には、小計でいくと４億7,400万円プラスになるというのは、金とし

てはやっぱりそれだけあるということなんだわね。先ほど牧野さんがおっし

ゃったように、たくさん金があるのに、何でそんな企業債を借りるんだとい

う話をしてみえたのはそういうことなんだがね、結論的には。 

 だから、金が余っておる、余っておると言っちゃいけないけど、現金はあ

るのに、我々は、別にその使い方はどうするかというのは議論のあるところ

ですけど、だからそういうことから見れば、単にその前受金戻入があるから、

この9,100万円は消えてしまいますよという言い方だと、ここから説明だと

おかしいと思うわね。だって、逆に言えば、減価償却費だって経費に上げて

あるけど、これは金が動くわけじゃないんだから、マイナスとは出てくるけ

ど、３条のね、でも実際にマイナスじゃないからプラス要素にしてあるんで

しょう、キャッシュ・フローとして。だから、そういうことも本当は入れて

もらわないと、単に前受金戻入だけの話をしておっては、私はおかしいなと

思う。両方でやらないかんのじゃないの。 

○水道事業水道部水道課長  12月にお示しさせていただいた財政シミュレー

ションを見ていただくと一番よくわかるんですけれども、もともと当然、総

務省から、平成32年度までに公営企業に対して、経営戦略となるものを策定

しなさいと。そういった中で、その委員協議会の折にも御説明申し上げたん

ですが、あくまで給水需要予測、投資計画に基づいて財源計画をつくりなさ

いと。そういった中で、財源計画の中でも、内部留保資金に着目しなさいと。

その内部留保資金の中でも、翌年度に留保すべき必要額というのを重視して

計画を策定しなさいと。そういった中で、私ども江南市水道事業といたしま
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しては、翌年度へ留保すべき必要額というものを、当年度の減価償却費、資

産減耗費と、翌年度の企業債は、仕事をやらなくても、過去に借り入れした

企業債の償還は必ず発生してきますので、元金の償還、それに加えて、一応

３条の運転資金、基本的に約１カ月分に予備費5,000万円程度、そういった

留保額を確保しましょうということで、その額を確保した上で、数字を意識

しながら、できるだけそこのところというのは、企業債の借り入れをしなが

ら内部留保をできるだけ減らさないように、そんな中で、３条の収益的収支

が必ず赤字で累積欠損になるので、水道料金の値上げを内部留保資金が、先

ほど申し上げました翌年度への必要留保額を下回らないところまでは、その

内部留保資金を食って、キャッシュを払って、現行の水道料金を維持しまし

ょうという考え方でシミュレーションをつくっていますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○東委員  そういう考え方というのはよくわかりますよ。それはそれで一つ

の考え方で、やりましょうというのはいいですよ。それは、だから今のとこ

ろ皆さんがつくっていただいたシミュレーションでいけば、このとおりに進

めば、平成31年までは何とか行けそうだという、とりあえずね。３条、赤字

があったとしてもというシミュレーションですから、それはそれで、その時

期に来たら、じゃあ何で財源を確保するかという話はまたしたいと思ってい

ますけど、これはこの程度にしておきます。 

○牧野委員  先ほどの１億5,400万円の借り入れで、実質30年ぐらいという、

0.8％というのは、これは固定でしたか、変動でしたかね。ちょっとその確

認だけ。 

○水道事業水道部水道課長  今、シミュレーションの段階では、借り入れ利

率が非常に低いこともありますので、利率見直し方式ではなくて、低利のう

ちは固定金利で借り入れをしてまいりたいと考えております。今後、景気の

動向によって、当然、長期プライムレートが大きく上昇した場合におきまし

ては、後年度の当然プライムレートが下がるところも見越した上で、利率見

直し方式を選択してまいりたいと現段階では考えております。 

○牧野委員  私もそのほうがいいと思いますが、今年度から当面、ある程度

までは固定で借りられれば、それでいいと思いますので、よろしくお願いし
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ます。 

○東委員  今の話で、しばらく借りていなかったから、企業債は。ことしか

ら発生するようになるけど、今までも償還しておるじゃないですかね。今ま

で償還しておる、決算書で報告されておるんじゃないですか。基本的には、

多くて2.2％とか、多くて2.4か、少なくて1.7ぐらいとか1.4ぐらいとかで借

りられていますけど、決算書ではね、この利率ね。その辺との関係ってどう

なるの、今の考え方と。 

○水道事業水道部水道課長  現行の企業債ですと、一番最高の利率が4.7％

ですね。一応今現在、実際その借り入れの、先ほど157ページにも記載して

させていただきましたが、おおむね一応４％以内というところを目安にして

おりまして、これを超えるような形であれば、基本的に今後やっぱり利率見

直しをしていくと。そういったところも視野に入れて借り入れを検討してま

いりたい。当然、財政当局と調整を図りながら決定してまいりたいと考えて

おります。 

○東委員  ちょっと事業費の中でお聞きしたいんですけど、201ページの中

段ですけど、減価償却の下に資産減耗費というのがあって、資産減耗費の説

明欄に、これは固定資産除却費で、この中に構築物等除却費があって、備考

欄の南野の第１水源廃止に伴う井戸の閉塞、家屋解体が記載されておるんで

すよね。図面も出されておって、位置図は出されておりましたですね、たし

か。図面の71ページに位置図が示されておって、南野の簡水の建屋の解体工

事というのが出ておるんですけど、この3,600万円と附帯工事費107万1,000

円と表示があるんですけど、この簡水そのものにかかわる工事費というのは

幾らなんですか。 

○水道事業水道部水道課長  こちらに記載しております附帯工事費の107万

1,000円でございます。 

○東委員  この附帯工事がいわゆる簡水の解体工事。それで、結局、南野と

草井とまだ使っていましたよね。南野を潰す理由は何でしたか。 

○水道事業水道部水道課長  実際に平成26年10月に南野の簡易水道に統合い

たしたわけなんですが、そのときにこの南野第１水源の土地の所有者の方か

ら、その当時、統合に際して土地の返還を求められたんですが、実際に引き
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継いだ後、当然、必要な手当てをしてまいらないといけないので、当面最初

の、一応３年契約で借地契約を私ども結んでおる中で、じゃあ当面３年間だ

けお願いできないかということで、一応３年間を期限といたしまして、南野

第１水源の土地をお借りしておるのが現状でございます。実際に平成29年の

９月末をもってこちらの南野第１水源の取水井を閉塞して、建屋を解体して、

当然その作業は10月に入りますので、撤去をした後、整地まで含めまして、

南野水源に係る土地の賃貸借契約については11月までということで終了する

形に話をして、合意を得ております。 

○東委員  もともと簡水から移管する土地の所有者、その移管をする後に出

てきた話なんですか、移管の前の話なんですか。 

○水道事業水道部水道課長  もともと簡易水道組合当時にも借地しておる形

で、そういったものを統合前に事務として当然掌握しておりまして、統合に

伴いまして、借地契約を南野簡水から江南市水道事業に切りかえたものでご

ざいます。 

○東委員  いやいや、私が聞いておるのは、統合の前に持ち主から返してほ

しいと申し出があることを知っておったにもかかわらずというような話。で

も、とりあえずは契約を結んだということですか。 

○水道事業水道部水道課長  もともと返還を求められておったんですが、統

合に際して、すぐには配管の切りかえとか、そういったものができないので、

ほかの、例えば当然、普通、土地の賃貸借、水源等ですと、一応３年を一期

間として契約しておりまして、当面最初の３年間だけ何とかお貸しください

ということで３年間お借りしたちょうど期限が平成29年の９月末ということ

でございます。 

○東委員  ここの水源からとっておる管があるからね。市民の方につないで

やつがあるから、それを切りかえる必要があるということやね、要は。切り

かえないとお返しできないということか。 

○水道事業水道部水道課長  そうですね。実際に簡易水道というのは、配管

が一応あって、実際にいただいたものと、実際に正しい形で配管がされてお

らんということが往々にしてございまして、単純に切って、市水をつなぐだ

けだと、実際に水が出ないようなところが出てくる場合があるんです。です
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から、そういったところを実際、事前に状況を確認しながら切りかえをして、

最終、お返しをするといったところで、少しお時間をいただきたいというこ

とで３年間お願いして、御理解をいただけたということで、その期限が平成

29年度の９月末ということでございます。 

○牧野委員  174ページでちょっとお聞きしたいんですが、この貸借対照表

で、174ページの下から、貸倒引当金が150万円で一応予定計上されていて、

従来200万円だったんですけど、平成28年度は幾らぐらいの貸倒引当金が出

そうな予想ですかね。 

○水道事業水道部水道課長  平成28年度の予定といたしましては、不納欠損

の予定は137万6,327円を予定しております。 

○牧野委員  従来200で計上して、それなりの不納欠損だったんだけど、来

年度は150でいけるという見込みのもとに立てられたということで、頑張っ

てやっていただきたいと思いますが、177ページで、リース契約の２番目、

１年内と１年超があるんですが、これは183ページにも去年のが載っていて、

大分減ってきているんだけど、もうこれで何年リースの終わりかけというこ

となのか、そこら辺の流れを。 

○水道事業水道部水道課長  もともと実際にこのリースに係る物件というも

のは３つございまして、１つが給配水管の情報管理システムの借り上げ料、

１つは水道工事設計積算システムの借り上げ料、あと企業会計のシステムの

借り上げ料の３つでございます。 

 平成29年度で、１年以内に借り上げ料が終了するものが、給配水管の情報

管理システム借り上げ料98万595円、これが平成29年度に終了いたします。 

○牧野委員  設計とか企業会計は、ずうっとリースを続けていくと。だけど、

その分が今後減っていきそうだと、新たなリースかけなということですね。 

○水道事業水道部水道課長  そのとおりでございます。 

○東委員  本会議で出た議論とはちょっと違うんですけど、いわゆる基幹管

路の更新事業がちょっと本会議で出ましたけど、図面でいきたいんですけど、

図面が説明資料の75ページにあるんですよね。平成29年度の分の、いわゆる

工事の部分が１工区と２工区に分けて予定されていて、もともとは去年の委

員協議会で示されたシミュレーションとして、全体の基幹管路の予定の位置
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図が示されたんですよね。基幹管路というのは、配水場から一番の防災拠点

になる市役所とか消防につなぎますよという計画が前提でこれが始まったわ

けですけど、それで、この75ページの図面上でいくと、出どころは下般若配

水場から出発をして、北進線へ出て南へおりてくるという部分なんですけど、

この途中の来年の予定の部分ですね、第２工区の来年の予定の、この点線は

来年予定、平成30年度施工ですね、この横へ出ておるやつ。これは何で出て

おるんでしたっけ。 

○水道事業水道部水道課長  こちらは、新しい基幹管路はバイパス管路で、

現況管路とは別の位置に布設してくる関係で、最終、こちらの幹線管路が市

役所のほうまで行きますと、もともとの現況管路とぶつかるところがありま

すので、そこまでで現況管路を除却しようと思いますと、現況管路からその

枝として、実際この幹線管路以外の基幹管路に枝が出ておりますので、現況

管路から出ておる支線部分を閉塞いたしまして、新しい計画管路からつなぎ

かえをすると。そういった意味合いで、既設の枝へ出ておる支管の支線への

取りつけという形で点線が出てまいります。 

○東委員  ちょっとよくわからなかったけど、これだけしか見えないでよく

わからないんだけど、これがもらった図面ですよね。基幹管路が赤で描いて

ある部分だけど、ここに出ておるんですよね、横に。その話ですよね、この

図面上でいくと。それは、既設管路との関係で、なくなるといかんというよ

うな趣旨。 

○水道事業水道部水道課長  実際に、現況のもともと今の市役所までの幹線

ルートというものが、今の計画ルートとは別の位置に現在ございます。そち

らの現況の幹線管路には、当然、枝部分というか、そこからほかへもう少し

口径を落としてつないでいく幹線以外の基幹管路が取りつけされております。

そこを実際に今回、バイパス管、計画管路をまっすぐつないでいきますと、

南のほうへやってまいりますと、現況管路は支線が出ておりますので、幹線

管路以外の支線を現況管路のほうに残しておいては、将来、一応、平成34年

度までに市役所、消防署のところまで現況管路を計画管路でつけかえる形を

考えております。現況管路と計画管路がちょうど平成34年ぐらいでぶつかる

ぐらいの位置におりますので、そうすると、交わったところまでの区間の現
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況の幹線管路を撤去するためには、それ以前に現況管路から出ておる幹線管

路以外の基幹管路を閉塞して、計画管路からつなぎかえをしておかないと、

最終的に平成34年に計画管路と現況管路で交わって、そこでつなぎかえをし

た折に、現況管路だけを残しておいて、そこを除却できるように計画管路を

施工していく間に、幹線管路以外の基幹管路に出ておる支線の管を、現況管

路を閉塞して、計画管路からつなぎかえを行うものでございます。 

○東委員  幹線管路と基幹管路がごちゃごちゃ出てきてようわかりませんけ

ど、残しておかないかんというような……。 

○水道事業水道部水道課長  もう一度整理しますと、現況管路には、当然、

今回計画管路で考えております管路がまっすぐ入っておりまして、そこには

枝の例えば300ミリとか400ミリの支線の基幹管路がございます。計画管路が

まっすぐ南のほうへやってくる折に、その現況管路側の枝の支線を先に殺し

ておいて、新しい計画管路からつなぎかえをしていかないと、一番最後、南

のほうで幹線管路が現況管路とぶつかるところで、そこで現況管路に計画管

路をつなぎかえしますので、その北側の部分の残った現況管路に枝からの水

がほかから回って入ってきちゃいますので、そこをとめておいて、本線だけ

に現況管路だけにして、あとつなぎかえが終わった後に、そこがいつでも除

却ができるような状態にするということでございます。 

○水道部長兼水道事業水道部長  ちょっと言葉が難しい話をしておりますけ

ど、新しい管を入れます。ただ、古い管から供給されておる管がおりますの

で、新しい管が旧管とくっついたときに切りかえをしようとすると、その旧

管から出ていっておる管について、すぐにつなぎかえられるように工事をし

ておかんと、殺せえへんもんですから、今回、その旧管から供給されておる

管のところまでわざわざやっておかないと。でないと、またもとの今回入れ

た北進線のところから、100メーターぐらいあるんですけど、それだけの仕

事をやらんと、切りかえのときにできないので、近くまでもう持っていって

おくということです。 

○東委員  それは、いわゆるこの基幹管路扱いになるの。 

○水道部長兼水道事業水道部長  それも基幹管路の口径ですので。 

○東委員  それで、基幹管路扱いでやるわけだね。 
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○水道部長兼水道事業水道部長  扱いというよりも、基幹管路です。 

○牧野委員  済みません。これ多分、議案質疑で出た話で、ちょっときょう

私聞き漏らしたので、その下の耐震化率でちょっともう一回、答弁されたと

おりで結構ですが、この耐震化事業をされて、平成43年度の耐震化率が50％

だとか、ちょっとそこのもう一度説明をお願いしたいんですが。 

○水道事業水道部水道課長  平成43年度だけで結構ですか。 

○牧野委員  いや、ずうっと流れで。 

○水道事業水道部水道課長  まず、基幹管路更新計画の中では、配水場から

市役所、消防署までの幹線管路の更新を平成34年度末を予定しております。 

 平成34年度末での耐震適合率につきましては、配水本管が12％、導水管が

約２％で、基幹管路全体では約11％。その後、平成43年度までの江南厚生病

院であったり、市民文化会館、指定避難所の小・中学校等への配水管の耐震

化につきましては、全体で、平成43年度末で、配水本管は約50％、導水管は

約97％、基幹管路全体では約56％となる見込みでございます。 

○委員長  そのほかよろしいですか。 

○水道事業水道部水道課長  大変遅くなりました。先ほどの普通貸借につき

ましては、証券発行以外の……。 

 済みません、先ほどのちょっと答弁訂正をさせていただいて、証書借り入

れというのは、財政融資資金とか地方公共団体金融機構からとか、当然銀行

等の引受債が証書借り入れでございまして、証書借り入れ以外のものが普通

貸借ということです。証券発行で一番わかりやすいのが、一般的に言うと市

場公募債がその例ということで記載されております。 

○東委員  でも、市が借りておる例はないな。 

○牧野委員  ないな。これはできん。 

○水道事業水道部水道課長  実際にそうです。市場公募債なんかは、検討す

ると余分に事務費がかかりますので、基本的に市町村では余り手は出しませ

ん。 

○福田委員  予算説明資料の67、68のこの委託の内容をちょっと教えてくだ

さい。どういうことを委託しているか。それから、69ページも同じようにお

願いします。しゅんせつ委託。67と68は同じ内容だと思うんですけど。 



２７ 

○水道事業水道部水道課長  67ページ、68ページにつきましては、通常３年

に１回程度実施しております取水井のしゅんせつを行うもので、用水管のさ

び落としでございます。 

○福田委員  ３年に１回。 

○水道事業水道部水道課長  おおむね大体、標準３年に１回程度で実施して

おります。 

○福田委員  それから69ページ、それをやっておいて、ポンプを入れかえる。

これも３年に１回ぐらい。 

○水道事業水道部水道課長  水中ポンプにつきましては、耐用年数がおおむ

ね15年なわけですが、ポンプは実際に一たびとまると、当然、給水に影響が

出てまいりますので、江南市におきましては、少しちょっと早いんですが、

おおむね９年に１度、順番にポンプの入れかえを実施しております。それが

今回、後飛保の第３号取水井がその年度に当たるため、今回、しゅんせつに

あわせて水中ポンプの入れかえを行うものでございます。 

○福田委員  しゅんせつ委託で、３年に１遍するわけですね。今、江南市は

９年でかえると言ったんだけれど、こういうときにポンプの異常が見つかっ

た場合には、やっぱりかえないかんでしょう。 

○水道事業水道部水道課長  しゅんせつのみを実施して、実際にポンプが故

障した例も過去にございまして、そういった折は、当然、実際にポンプの入

れかえを実施いたします。 

○福田委員  それは、やっぱり３年に１回で大丈夫なんですか、しゅんせつ

するのは。 

○水道事業水道部水道課長  実際に１回、用水管の中を当然さび落としして、

１年ですぐまたそこまでさびがつくとは考えにくいので、その辺のところを

おおむね過去の経験測から、３年に１遍程度でやっていけば、実際に揚水量

もほぼ確保できる。実際に毎日のくみ上げ量をデータログで管理しておりま

すので、実際、揚水量が基本わかります。そういったところで見ておって、

過去の経験則からおおむね３年間ということでしゅんせつを実施いたしてお

る者でございます。 

○委員長  それでは、質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑
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を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時53分  休 憩 

午後２時53分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第23号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 以上で、当委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 なお、委員長報告の作成につきましては、正・副委員長に御一任いただき

たいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上で、本日の委員会の議題は全て終了いたしました。本当に御苦労さま

でございました。 

 建設産業委員会を閉会いたします。 

 

午後２時55分  閉 会 
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